
 

理 由 書 

 

本地区は、小田急電鉄小田原線海老名駅及び相模鉄道本線海老名駅から約700ｍ

南に位置し、商業や業務、行政サービス、生涯学習・文化、医療・福祉等の様々な

機能が集積し、多くの人が集まり交流する「都市交流拠点」である海老名駅周辺の

中心市街地に隣接している地区です。 

本地区は「海老名市都市マスタープラン」において、「警察署、消防署等の公共

施設や医療・福祉施設が多く集積する地区であり、広域的な救急医療施設や地域医

療を支援する病院の機能拡充等、さらなる公共公益施設の機能集積を図り、また、

中心市街地の縁辺に位置している地域特性を活かし、居住機能とともに、新たな商

業・業務機能を誘導する」としております。 

今回、土地区画整理事業において、居住機能を中心とした複合的な新市街地の形

成に資するより詳細な土地利用計画が定まったことから、地区施設の配置及び規模、

地区の区分並びに建築物等に関する事項などの地区整備計画を変更するものです。 

 

 

 


